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第１章 

空気を媒介とする感染症の 

最新の知見と予防対策について 

 

 



 



１．呼吸器感染症（特にコロナウイルスについて）
２．新型コロナウイルスの検査対応について
３．⽝によるコロナ検査（論⽂紹介）

2023年11⽉28⽇ 「登録建築物空気環境測定業講習会」 健康安全研究センター
国⽴感染症研究所 インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター 松⼭州徳

ウイルス 100 nm

= 1.0x10-7 m

ヒト 1.6 m

= 1.6x100 m

地球 12,742 km

= 1.3x107 m

= 1.6x10
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コロナウイルスの複製機構
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ヒトに感染する６種類のコロナウイルス

今後SARS-CoV-2は、５番目のヒトコロナウイルスとして定着しそうです
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ウイルス名：SARS-CoV-2 感染症名：COVID-19

N Engl J Med. 2020 Apr 16;382(16):1564‐1567

新型コロナウイルス感染価の減弱

エアロゾル 銅 ダンボール

ステンレス プラスチック
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SARS-CoV(2002年)
中国広東省で発⽣
⾹港で感染拡⼤
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MERS-CoV(2012年）

Flu

MERS‐CoV is more stable 
than Influenza virus in 
environment.

MERS
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サウジアラビアでのMERS感染モデル

Jeddah

Quassim
Sharqiyah

Riyad 

MERS‐CoV

SARS‐CoV

SARS‐CoV‐2
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風邪のコロナウイルス４種類
２２９E、OC43、NL-63、HKU-1

NL63

HKU1

OC43

229E

麻疹
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風邪のコロナウイルスは少しずつ変異している。

６歳までに全員に感染し、生涯にわたって何度も感染
する。つまり我々は、コロナウイルスにまみれて生き
ているといえる。

常に免疫が活性化されているから、
感染しても重症化することはない

Journal of Infection (2012) 65, 477‐489

PEDV

FIPV

IBV

MHV

コロナウイルス
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SARS‐CoV
2002

HECV‐4408
1996

MERS‐CoV
2012

SARS‐CoV‐2
2019

HCoV‐229E HCoV‐NL63

HCoV‐OC43 HCoV‐HKU1

CCoV‐HuPn‐2018
2017

Hu‐PDCoV

Hu‐PDCoV
2014

インフルエンザ

RS

エンテロ

ライノ

パラインフルエンザ

メタニューモ

ボカ

コロナ

アデノ

麻疹 風疹

おたふく

結核

マイコプラズマ肺炎

レジオネラ

レプトスピラ症

百日咳

インフルエンザ菌感染症

クラミジア肺炎

ジフテリア
パルボ

水痘

呼吸器系に感染する多く病原体がある

- 12 -



謎の肺炎
中国で報道

新型コロナ
発見（中国）

遺伝子配列
公開（中国）

１例目の
検体届く

陽性確定

コンベPCR
配布

リアルタイム
PCR配布

⼊国

新型コロナウイルス検査の初期対応

5⽉8⽇からSARS‐CoV‐2は

５類感染症
４種病原体
BSL3（ウイルス）
BSL2＋（検体）
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病原体取扱のための分類 感染拡大防止のための分類

病原体の分類

１類. Ebola
２類. MERS, SARS, H7N9, H5N1
３類. コレラ
４類. SFTS
５類. RSV
インフル等. SARS-2

１種. Ebola
２種. SARS
３種. MERS, SFTS
４種. SARS-2, コレラ

研究者、検査者 都道府県知事

感染症が発生した時の政府（都道府県知事）の対応

一類. Ebola 二類（指定）. SARS‐2

三類. コレラ 四類. SFTS

隔離、封鎖、交通制限 入院措置

就業制限、生活用水使用制限 消毒
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⽝による新型コロナ検査

いくつかの病気は、罹患者に特定の匂い（揮発性有機
化合物）を発⽣させる。⽝はこれを数秒以内に感知す
ることができる。
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よくトレーニングされた⽝では、感度と特異度が95% を超える

感度＝⽝が陽性と反応／PCRで陽性
特異度＝⽝が陰性と反応／PCRで陰性

RoboScientific Model 307B 
volatile organic compound (VOC) analyzer
fitted with an array of 12 OSC sensors

Volume 29, Issue 3, April 2022, taac043

Department of Disease Control, 
Faculty of Infectious and Tropical 
Diseases, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, London, UK
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EClinicalMedicine, 2020 Dec;29:100609

Ethanal (acetaldehyde)
Acetone
Acetone/2‐Butanone cluster
2‐Butanone
Methanol Monomer
Methanol Dimer
Octanal
Unidentified Feature 144
Isoprene
Heptanal
Propanol
Propanal

12 OSC sensors detect

The Covid‐19 Air Monitor 
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第２章 

建築物事業登録制度について 

 

１ 建築物衛生法の概要 

２ 建築物事業登録制度 

３ 建築物空気環境測定業の登録基準 

４ 各種届出 
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１ 建築物衛生法の概要 

 
（１）目 的（法第１条） 

建築物衛生法は、多数の人が使用又は利用する建築物の維持管理について、環境衛

生上必要な事項を定めることによって、その建築物の衛生的な環境を確保し、公衆衛

生の向上及び増進に資することを目的としています。 

 
（２）特定建築物の定義（法第２条、法施行令第１条） 

特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店

舗、事務所、学校、旅館の用途に供される部分の延べ面積が 3,000 ㎡以上（学校教育

法第１条に規定する学校では 8,000 ㎡以上）の建築物をいいます。 

 
（３）建築物環境衛生管理基準等（法第４条・都の指導基準） 

建築物衛生法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措

置として、空調管理や給水管理等について建築物環境衛生管理基準を定めています。

特定建築物の所有者（所有者以外に全部の管理について権原を有する者があるときは、

その権原を有する者）は、この管理基準に基づいて建物を管理しなければなりません。 
また、東京都では、地域特性を踏まえ、法令等に定めるもののほか、独自に「建築

物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事務処理要綱」を定め、「建築物環

境衛生管理指導基準」を設けています。 
建築物衛生法第 4 条に基づく「建築物環境衛生管理基準」と、東京都が定める「建

築物環境衛生管理指導基準」を P.23 にまとめました。 

 
（４）建築物環境衛生管理技術者（法第６条） 

特定建築物の所有者（所有者以外に全部の管理について権原を有する者があるとき

は、その権原を有する者）は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われ

るように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、建

築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。 
都道府県知事の建築物事業登録を受けている登録業者の監督者等との兼任はできま

せん。 
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事務処理要綱 

      （抜粋） 

 
（建築物環境衛生管理指導基準） 
第３ 特定建築物の監視、指導に当たっては、法令等に定めるもののほ

か、必要に応じ別に定める建築物環境衛生管理指導基準に従って指

導するものとする。 

 

 
建築物環境衛生管理指導基準 

 

１ 空気環境の定期測定の場所については、原則として各階ごとに、居室の

用途、面積に応じて選定する。 

なお、測定結果に問題点があった場合は、原因究明のための測定及び適

切な是正措置を講ずる。 

２ 飲料水の定期水質検査については、原則として給水系統別に末端給水栓

で実施する。高置水槽方式の場合には高置水槽の系統別に末端給水栓で実

施する。 

  また、中央式給湯水については、貯湯槽等の系統別に末端給湯水栓で実

施する。 

３ 飲料水の水質管理については、色、濁り、臭い、味及び残留塩素濃度を

毎日、給水系統別に末端給水栓で実施する。 

また、中央式給湯水については、色、濁り、臭い、味及び残留塩素濃度

又は、給湯温度を７日以内に１回、給湯水系統別に末端給湯栓で実施する。 

４ 排水槽（雨水貯留槽、湧水槽を除く。）の清掃については、原則として４

月以内ごとに１回以上実施する。 

５ ねずみ等の生息状況の点検については、原則として月に１回以上実施す

る。 
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 法施行規則（厚生労働省令）等 東京都の指導基準等 

空 

調 

管 

理 

空気環境の測定 

2月以内ごとに1回、各階で測定 

（ホルムアルデヒドについては、建築等

を行った場合、使用開始日以降最初の6月～

9月の間に1回） 

空気環境の定期測定の場所については、

原則として各階ごとに、居室の用途、面積

に応じて選定する。 

なお、測定結果に問題点があった場合は、

原因究明のための測定及び適切な是正措置

を講ずる。 

浮遊粉じん測定器 1年以内ごとに1回の較正  

冷却塔･加湿装置･ 

空調排水受けの 

点検等 

使用開始時及び使用開始後1月以内ごと

に1回点検し、必要に応じ清掃等を実施 
 

冷却塔･冷却水管･ 

加湿装置の清掃 
1年以内ごとに1回実施  

給
水･

給
湯
管
理
（
飲
用
・
炊
事
用
・
浴
用
等
） 

貯水(湯)槽の清掃 1年以内ごとに1回実施  

水質検査 

①6月以内ごと実施 

 (16項目、11項目） 

②毎年6～9月に実施 

 (消毒副生成物12項目） 

③地下水等使用施設： 

 3年以内ごと実施 

 (有機化学物質等7項目) 

飲料水の定期水質検査について

は、原則として給水系統別に末端

給水栓で実施する。高置水槽方式

の場合には高置水槽の系統別に末

端給水栓で実施する。 

また、中央式給湯水については、

貯湯槽等の系統別に末端給湯水栓

で実施する。 

「
飲
料
水
貯
水
槽
等
維
持
管
理
状
況
報
告
書
」 

 
 
 
 

に
よ
り
毎
年
報
告
を
行
う
。 

残留塩素等の測定 7日以内ごとに1回実施 

飲料水の水質管理については、

色、濁り、臭い、味及び残留塩素

濃度を毎日、給水系統別に末端給

水栓で実施する。 

また、中央式給湯水については、

色、濁り、臭い、味及び残留塩素

濃度又は、給湯温度を7日以内ごと

に1回、給湯水系統別に末端給湯栓

で実施する。 

防錆
せい

剤の水質検査 2月以内ごとに1回実施  

雑
用
水
の
水
質
管
理 

散水･修景･清掃の用に

供する雑用水の検査 

7日以内ごとに1回実施 

  pH･臭気･外観･残留塩素 

2月以内ごとに1回実施 

  大腸菌･濁度 

 

 

 

 

 

 

 

水洗便所の用に供する

雑用水の検査 

7日以内ごとに1回実施 

  pH･臭気･外観･残留塩素 

2月以内ごとに1回実施 

  大腸菌 

排水管理 
排水に関する設備の掃除を、6月以内ごと

に1回実施 

排水槽（雨水貯留槽、湧水槽を除く。）の

清掃については、原則として4月以内ごとに

1回以上実施する。 
※グリース阻集器は使用日ごとに捕集

物・油脂を除去し、7日以内ごとに1回清掃

を行う。 

清掃および廃棄物処理 
日常清掃のほか、6月以内ごとに1回、大

掃除を定期に統一的に実施 
 

ねずみ等の点検・防除 

6月以内ごとに1回（特に発生しやすい場

所については2月以内ごとに1回）、定期に統

一的に調査し、当該結果に基づき必要な措

置を講ずる。 

ねずみ等の生息状況の点検については、

原則として月に1回以上実施する。 

      

表１ 建築物環境衛生管理基準等 

※ 建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱（ビルピット対策指導要綱）の規定 
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２ 建築物事業登録制度 

 
（１）事業登録制度の法制化及び改正 

特定建築物における、清掃や飲料水貯水槽清掃、飲料水水質検査及びねずみ昆虫等

の防除などの維持管理は、特別な機械器具を使用し、作業方法についても十分な知識

や経験が必要とされます。このため建築物の所有者自らが管理を行うよりも、業務の

一部を専門の業者に委託する状況が多くなり、建築物の環境衛生上の維持管理を行う

事業者に対しても、より適切な業務の遂行能力が求められるようになってきました。  

このような事情を背景に、これらの事業者の位置づけを明確にするとともに、その

資質の向上を図ることを目的として、建築物の環境衛生上の維持管理を業とする 6業

種について、都道府県知事の登録制度を設けるなど、建築物衛生法の改正が行われま

した（昭和 55 年 5 月 10 日公布、同日施行）。 

その後、20 年以上が経過し、建築物の環境衛生管理の技術的水準の向上や専門化な

どを背景として平成 13 年 12 月に法改正が行われ、新たに 2業種（建築物空気調和用

ダクト清掃業、建築物排水管清掃業）の追加と、1業種（建築物環境衛生一般管理業

から建築物環境衛生総合管理業）の変更等が行われました。また、併せて登録要件の

追加、変更も行われました（平成 13 年 12 月 14 日公布、平成 14 年 4 月 1 日施行）。 

 

（２）事業登録制度の概要 
登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を目的とし

たものであり、登録を受けるか否かは任意とされています。したがって、登録を受け

なくとも、その業務が制限されることはありません。但し、登録を受けた事業者は、

登録の表示ができる一方、登録を受けない事業者は、登録又はこれに類似する表示を

行うことが禁止されています。 

登録は、営業所ごとに、その営業所を管轄する都道府県知事が行います。登録を受

けるためには、その営業所において事業を行うための機械器具等の設備、事業に従事

する者の資格及びその他の要件が一定の基準を満たしていることが必要となります。 

この登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準（物的要件）、事業に従事する

者の資格に関する基準（人的要件）及び作業の方法や機械器具の維持管理方法などに

関するその他の事項に関する基準（その他の要件）に大別されます（図１）。 
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ア 営業所 

登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行われます。営業所とは、客観的に見て営業上

の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて単独で契

約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有している

ところです。 
したがって、商業登記法等による登記をした営業所に限るものではありません。ただ

し、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。 

なお、登録申請は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に行い、東京都では、東京

都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課建築物衛生担当が窓口となってい

ます（P.54 参照）。 

 

イ 登録の有効期間 

登録の有効期間は、登録の日から６年間です（表２）。この期間を超えて登録事業者

である旨の表示をしようとするときには、再登録を受けなければなりません。 

有効期間が近づいている営業所は、有効期間が終了する前に、余裕を持って再登録申

請の準備を行うようにしてください（P.33 参照）。 
なお、有効期間を過ぎた後に申請した場合は、再登録申請とはならず、新規の登録申

請の扱いになります。それまでの登録番号は使用できなくなり、新たな番号へと変更さ

れることになります。 
 

表２ 登録番号と有効期間の例 

 例 1 例 2 例 3 

登録番号 東京都 56 空第○○○号 東京都 5 空第○○○号 東京都 28 空第○○○号 

有効期間 
令和 5 年 10 月 2 日から 

令和 11 年 10 月 1 日まで 

令和 5 年 10 月 2 日から 

令和 11 年 10 月 1 日まで 

平成 28 年 10 月 2 日から 

令和 4 年 10 月 1 日まで 

説 明 

昭和 56 年に初めて登録を受

けて、その後登録を重ねてい

る営業所です。 

令和 5 年に初めて登録した

営業所です。 

新たな登録を受けていない

場合は、登録営業所ではあ

りません。 

図１ 登録基準の要件 

登録基準 

物的要件 

人的要件 

機械器具  …規則で定められた機械器具 

監督者等の資格者 …規則で定められた監督者等の選任 

その他の要件 …作業の方法及び維持管理の方法が平成 14 年 3 月 26日付 

        厚生労働省告示第 117 号の基準に適合していること 

従事者研修の実施 …従事者全員に１年に７時間以上実施 
（空気環境測定業及び飲料水水質検査業を除く） 

保管庫等 …ねずみ昆虫等防除業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃

業の器具保管庫、飲料水水質検査業の検査室 
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ウ 登録の表示 

登録を受けると、登録に係る営業所について、登録事業者である旨の表示を行うこと

ができます。一方、登録を受けずに法に定める表示又はこれに類似する表示を行うこと

はできません。 
また、登録は営業所ごとに行われますから、登録を受けた営業所以外の営業所につい

て、登録営業所であると誤認させるような表示も同様にできません。 
 

 

 

 

 

エ 登録対象業種 

登録が受けられる業種とその業務内容について表３に示しました。 

 

表３ 登録業種 

業   種 業  務  内  容 

１ 号 建 築 物 清 掃 業  
建築物における床等の清掃を行う事業（建築物の外壁や窓の清掃、給排

水設備のみの清掃を行う事業は含まない。） 

２ 号 建 築 物 空 気 環 境 測 定 業  
建築物における空気環境（浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸

化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流）の測定を行う事業 

３ 号 建築物空気調和用ダクト清掃業  建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 

４ 号 建築物飲料水水質検査業  
建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」に掲げる事

項を厚生労働大臣が定める方法により水質検査を行う事業 

５ 号 建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 

６ 号 建 築 物 排 水 管 清 掃 業  建築物の排水管の清掃を行う事業 

７ 号 建築物ねずみ昆虫等防除業 
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそ

れのある動物の防除を行う事業 

８ 号 建築物環境衛生総合管理業 

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な

点検及び補修（以下｢運転等｣という。）並びに空気環境の測定、給水及

び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離

残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査

であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併

せ行う事業 

登 録 表 示 （ 例 ） 

 ○ 良い例 → 建築物空気環境測定業、東京都○○空第○○○号 

 × 悪い例 → 認可、許可、東京都指定環境衛生空気環境測定業 
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オ 業種別の登録営業所数 

  東京都における、業種別の登録営業所数は次のとおりです（表４）。 

 

表４ 業種別の登録営業所数（令和 5年 3月 31 日現在） 

登  録  業  種 営 業 所 数 
建 築 物 清 掃 業 ４３４ 
建 築 物 空 気 環 境 測 定 業 １３４ 
建 築 物 空 気 調 和 用 ダ ク ト 清 掃 業 ２２ 
建 築 物 飲 料 水 水 質 検 査 業 ３９ 
建 築 物 飲 料 水 貯 水 槽 清 掃 業 ８１８ 
建 築 物 排 水 管 清 掃 業 １７２ 
建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業 ２９３ 
建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 ３４５ 

合         計 ２，２５７ 
※登録営業所の一覧（所在地、名称、電話番号等）については、 
当課ホームページで公開しています。 

（ＵＲＬ：https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/k_kenchiku/） 

 

カ 作業監督者等の兼務の禁止について 

登録業種の種類に関わらず、登録申請の際に、監督者等※の選任をしていただいていま

す。以下（ア）～（ウ）のいずれの場合についても、当該の登録事業に専念していただ

くという点から、監督者等として選任することはできません（兼任は認められません。）

（図２）。資格者本人に確認し十分に注意して申請を行ってください（次ページ「建築物

における衛生的環境の確保に関する事業の登録について ２留意事項」を確認してくだ

さい。）。 
（ア）同じ業種について複数の営 

業所を登録し、その中の一つ 
ですでに監督者等として登録 
されている場合 

（イ）他の業種で監督者等として登 
録されている場合 

（ウ）建築物環境衛生管理技術者と 
して選任されている場合 

 
  ※「監督者等」とは申請時に選任 

が必要な資格者のことで、業種 
ごとに異なります（表５）。 

 

(イ) 

(ウ) (ア) 

空気環境測定 

実施者 

空気環境測定 

実施者 

貯水槽清掃作業 

監督者 

建築物環境衛生 

管理技術者 

兼任できません！ 

Ａ
営
業
所 

Ｂ
営
業
所 

Ａ
ビ
ル 

図２ 兼任禁止についてのイメージ
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表５ 各業種における「監督者等」の説明 

登  録  業  種 営 業 所 数 

建 築 物 清 掃 業 清掃作業監督者 

建 築 物 空 気 環 境 測 定 業 空気環境測定実施者 

建築物空気調和用ダクト清掃業 空気調和用ダクト清掃作業監督者 

建 築 物 飲 料 水 水 質 検 査 業 水質検査実施者 

建 築 物 飲 料 水 貯 水 槽 清 掃 業 貯水槽清掃作業監督者 

建 築 物 排 水 管 清 掃 業 排水管清掃作業監督者 

建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業 防除作業監督者 

建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 
統括管理者、清掃作業監督者、 
空気環境測定実施者、空調給排水管理監督者 

 
 

 
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について（抜粋） 

（平成14年3月26日 健衛発第0326001号 厚生労働省健康局生活衛生課長通知）     

 

２ 留意事項  

(1) 登録業全体について  

ウ 同一の者を2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等として登録を受けることは認められな

いものであること。  

エ 同一の営業所において、2以上の事業区分にわたって登録を受けようとする場合、同一の機械

器具等又は同一の監督者等をもって2以上の事業の登録要件に該当するものとすることはでき

ないものであること。  

オ 監督者等が建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、この者が営業所の監督者

等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務することはできないものであること。

これは、登録営業所における監督者等は、建築物における環境衛生上の維持管理に関する業務

の監督を行うのに対して、建築物環境衛生管理技術者は、選任されている特定建築物における

維持管理の状況について監督を行うことが職務とされており、両者の職務内容からみてこれを

兼務することが適切でないためである。  
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３ 建築物空気環境測定業登録基準 

 

事業者が登録を受けるためには、その営業所において、以下の登録基準を満たす必

要があります（他の業種の基準については当課ホームページをご覧ください。P.54 参

照）。 

 

（１）機械器具その他の設備に関する基準（物的要件） 

ア 次の機械器具を有すること 

   (ア)浮遊粉じん量測定器 

   (イ)一酸化炭素検定器 

   (ウ)二酸化炭素検定器 

   (エ)温度計 

   (オ)乾湿球湿度計 

   (カ)風速計 

   (キ)測定に必要な器具（測定器固定用台車等） 

 

（２）事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件) 

ア 空気環境測定実施者 

    営業所に、空気環境測定実施者の資格を有するものが一人以上選任されてい

なければなりません。この空気環境測定実施者は、他の営業所や他の業種の監

督者、特定建築物で選任された建築物環境衛生管理技術者との兼任は認められ

ません。 

 「空気環境測定実施者」の資格を有する条件 

  

  
空気環境測定実施者講習会修了者 

      

空
気
環
境
測
定
実
施
者 

 

 

  

       

再
講
習 

  

          

  建築物環境衛生管理技術者 

※この免状で過去に一度も空気環境測定実施者として

登録されたことがない者 

      

       

          

    
再
講
習 

     

  空気環境測定技術講習会修了者

（S55 年で廃止） 

    ６年ごと 

に受講      

    

 
      

※ 登録有効期間経過後、引き続き建築物環境衛生管理技術者を空気環境測定実施者として

再登録を受けようとする場合には、再講習を修了していなければなりません。 
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（３）作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の事項に関する基準

（その他の要件） 

作業方法や機械器具等の維持管理方法が平成 14 年 3 月 26 日付厚生労働省告示第

117 号「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」（以下、「告

示第 117 号」という。）の基準にすべて合致している必要があります。 

新規登録申請及び再登録申請の際には、「その他の要件」を満たしているかどう

かの審査を行うため、上記の事項を記載した書類を提出していただきますが、記載

内容が不十分であるために、再提出の扱いになる事例が見受けられます。 

告示第 117 号の基準にすべて合致することを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○厚生労働省告示第 117 号 

清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準（抜粋） 

 

第二 規則第二十六条第三号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいず

れにも該当することとする。 

一 空気環境の測定は、規則第三条の二第一号※に定める方法に準じて行うこと。 

二 空気環境の測定の結果を五年間保存すること。 

三 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うと

ともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること。 

四 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実

施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理

権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の

業務の方法が一及び三に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっ

ても、測定結果の保存は自ら実施すること。 

五 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用

いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整

備しておくこと。 
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※ 参考 

○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 

 (空気環境の測定方法) 

第三条の二 令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 

一 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上７５センチメートル以上１５０セ

ンチメートル以下の位置において、次の表の各号の左欄に掲げる事項について当該各号の右欄に掲げる測

定器(次の表の第二号から第六号までの右欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する

測定器を含む。) を用いて行うこと。 

一 浮遊粉じんの量 グラスファイバーろ紙（０．３マイクロメートルのステアリン酸粒子を 

９９．９パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着

して相対沈降径がおおむね１０マイクロメートル以下の浮遊粉じん

を重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた

者により当該機器を標準として較正された機器 

二 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器 

三 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器 

四 温度 ０．５度目盛の温度計 

五 相対湿度 ０．５度目盛の乾湿球湿度計 

六 気流 ０．２メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 

七 ホルムアルデヒドの量 ２,４－ジニトロフェニルヒドラジン捕集－高速液体クロマトグラフ法

により測定する機器、４－アミノ－３－ヒドラジノ－５－メルカプト－

１,２,４－トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が

別に指定する測定器 
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４ 各種届出 
 
（１）変更届（様式はP.48参照） 

表６の事項に変更が生じた場合には、その日から30日以内に変更届を提出してく

ださい。手数料、押印は必要ありません。 
 

 

変 更 事 項 添 付 書 類 等 

申請者の名称、所在地 
代表者氏名 

法人の場合は、登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 
（原本、発行日から3ヶ月以内のもの） 

営業所の名称 
営業所責任者氏名 

― 

営業所の所在地 営業所付近の見取図 

機械器具 名称、型式、台数を記載した書類 

空気環境測定実施者 
（再講習受講を含む） 

※空気環境測定実施者の資格を称する書類（原本） 

その他の要件 
作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理

の方法を記載した書面 

 

     注 意 
・これらの変更をした場合、変更後も登録の基準を満たさなくてはなりません。 
・変更事項の内容により営業所等の現場確認検査を行うことがあります。 
・登録証明書の修正、再発行は行いません。 

表６ 変更届が必要な事項 
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・空気環境測定実施者の資格を証する書類（※）は原本確認後、返却します。 
 

（２）廃止届（様式はP.50参照） 
業務を廃止したときは、その日から30日以内に廃止届を提出してください。 

   その際に、営業所の登録証明書の原本を持参してください。 
 
（３）再登録申請（様式はP.38参照） 

登録の有効期間は６年です。６年を超えて引き続き登録を受けようとする場合

には、新たに登録（再登録）を受けなければなりません。 
申請は、次ページの要領に従って行うようにしてください。 



 

再登録の申請方法 

        
・ 有効期間終了の約３か月前に再登録申請日時等を

はがきにてお知らせします。 
 
 
・ 申請書を入手（ホームページからダウンロード＊１

又は窓口）し、申請日までに必要事項の記入や、

添付書類などの準備をしてください。 
 
・ 指定された日時に申請をお願いします。手数料

（４万円）も持参してください。指定された日時

に都合がつかない場合は御連絡ください。 
【申請場所】新宿区百人町３－２４－１ 

東京都健康安全研究センター 本館２階 
【申請先】（P.54参照） 

東京都健康安全研究センター 広域監視部 
 建築物監視指導課 建築物衛生担当 

 
・ 営業所、機械器具、帳簿書類等を確認します。 

 
 

・ はがきで通知します（事前に郵送用封筒＊２をお預

かりしている場合には、簡易書留で登録証明書を

郵送します）。 
 
 

・ 通知のはがきと受取人の受領印（認印）を持参し

てください。 
 
＊１ 東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課のホームページ 

（検索サイトで「建築物監視指導課のページ」と検索してください。） 
URL：https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/k_kenchiku/ 

＊２ 郵便番号、宛先、宛名を明記した角形２号の封筒（Ａ４判の用紙が折らずに入る

もの）に４９０円分の切手を貼付してください。 

申 請 書 作 成 

事 前 通 知 

検 査 

申 請 

交 付 

登録証明書交付通知 
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第３章 

様式例 

 

１ 新規・再登録申請に関する書類 

２ 変更届・廃止届 

３ 作成及び管理が必要な帳簿書類 



 



 

１ 新規・再登録申請に関する書類 

新規登録又は再登録を申請する場合は、申請書（P.38～43）を作成し、必

要な書類を添付して提出してください。 

また、「作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法」に

ついては、作成例（P.44～47）を参照して作成してください。 

 

２ 変更届・廃止届 

申請内容に変更が生じた場合は変更届（P.48）を作成し、必要な書類を添付

して提出してください。また、事業登録を廃止する場合は、廃止届（P.50）を

作成し、登録証明書の原本を添付して提出してください。 

 

３ 作成及び管理が必要な帳簿書類 

営業所に備えておく機器管理台帳の様式例を掲載（P.52）していますので、

参考にしてください。 

 

 

「新規申請・再登録申請」「変更届・廃止届」「帳簿書類の様式例」 

「建築物監視指導課のページ（東京都の事業登録制度）」 

https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/k_kenchiku/ 

「MS-Word」、「MS-Excel」又は「PDF」の形式で様式が 

ダウンロードできます。 

検索サイトで「東京都の事業登録制度」を検索 

◎ 申請書、変更届、廃止届及び帳簿書類※の様式は、当課ホームページ

からダウンロードできます。 

※「機器管理台帳」 
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健  研  建  登  第     号 処

理

経

過 

施  行     年   月  日 

浄 書 浄書照合 公印照合・押印 回付・施行上の注意 決  定     年   月  日 

起  案     年   月  日 

収  受     年   月  日 

あ
て
先 

 発
信
者
名 

知  事 
発

送 

 

課 

決 定 権 者 
（ 課 長 ） 

審 査 
（文書取扱主任） 

審 議 
（課長代理） 

起案 

健康安全研究センター 起  案  者 

広 域 監 視 部 

建 築 物 監 視 指 導 課 

次のとおり申請があったので調査したところ、調査復命書のとおりであるので、案により登録証明書を交付する。 

 

                                       年   月   日 

東 京 都 知 事 殿 
              郵便番号 
          住 所 

申 請 者 
       氏 名 
                        電 話    （     ） 
                     （法人の場合は、その名称、所在地、代表者の氏名） 

建 築 物 空 気 環 境 測 定 業 登 録 申 請 書  
下記のとおり建築物空気環境測定業の登録を受けたいので、建築物における衛生的環境の確保に関する法

律第１２条の２第１項の規定により申請します。 
 

記 
 
 １ 営業所の名称                    電 話    （     ）  
 
 ２ 営業所の所在地  郵便番号 
  
 ３ 営業所の責任者氏名 
 
 ４ 添付書類 

（１）空気環境測定実施者の資格を証する書類 
（２）空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他設備の維持管理の方法を記載した書面 
（３）法人の場合は登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

 

収  受  印 料金収納印 番 号 ・ 区 別 処     理     経     過 

  
新・再 
の区分 

新 ・ 再 
謄 本 
照 合 

 
登 録 
入 力 

 

登 録 
番 号 

 
収 受 
入 力 

 登録簿 
 

  収受簿  
通 知 
送 付 

 

（２号 １／４） - 38 -

第２号様式 
                            健研建登特例起案帳票登録第１１５０００４号 

保存期間 常１年 保存期間満了後の措置 廃棄 分類記号 Ｇ０１０１００ 引
継
ぎ 



第２号―２様式 

空気環境測定実施者               （太枠内のみ記入してください） 

氏
名 

 

生
年
月
日 

 

           年      月      日 

 

(

該
当
に
○) 

最
初
の
資
格 

空気環境測定実施者講習会修了者 

建築物環境衛生管理技術者 

空気環境測定技術講習会修了者 

番  号  
照 

合 

 

取得年月日 ・     ・ 

直
近
の 

講
習
記
録 

実施者講習 

修了証番号 

空再第     号 

 

照合 空再第    号 

 

照合 有
効
期
限 

・   ・ 

取得年月日 ・   ・ ・   ・ 

 

氏
名 

 

生
年
月
日 

 

           年      月      日 

 

(

該
当
に
○) 

最
初
の
資
格 

空気環境測定実施者講習会修了者 

建築物環境衛生管理技術者 

空気環境測定技術講習会修了者 

番  号  
照 

合 

 

取得年月日 ・     ・ 

直
近
の 

講
習
記
録 

実施者講習 

修了証番号 

空再第     号 

 

照合 空再第    号 

 

照合 有
効
期
限 

・   ・ 

取得年月日 ・   ・ ・   ・ 

 

氏
名 

 

生
年
月
日 

 

           年      月      日 

 

(

該
当
に
○) 

最
初
の
資
格 

空気環境測定実施者講習会修了者 

建築物環境衛生管理技術者 

空気環境測定技術講習会修了者 

番  号  
照 

合 

 

取得年月日 ・     ・ 

直
近
の 

講
習
記
録 

実施者講習 

修了証番号 

空再第     号 

 

照合 空再第    号 

 

照合 有
効
期
限 

・   ・ 

取得年月日 ・   ・ ・   ・ 

 

氏
名 

 

生
年
月
日 

 

           年      月      日 

 

(

該
当
に
○) 

最
初
の
資
格 

空気環境測定実施者講習会修了者 

建築物環境衛生管理技術者 

空気環境測定技術講習会修了者 

番  号  
照 

合 

 

取得年月日 ・     ・ 

直
近
の 

講
習
記
録 

実施者講習 

修了証番号 

空再第     号 

 

照合 空再第    号 

 

照合 有
効
期
限 

・   ・ 

取得年月日 ・   ・ ・   ・ 

   （２号 ２／４） 
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第２号―３様式 
 

機械器具等設備の概要 

機械器具名 名 称 ･ 型 式 台 数 購入年月日 

一酸化炭素測定器    

    

二酸化炭素測定器    

    

温湿度計    

    

風速計    

そ 
 

の 
 

他 

測定用台車    

    

    

浮遊粉じん計 
機 物 番 号 第         号 
較正年月日 （   .   .   ） 

  

浮遊粉じん計 
機 物 番 号 第         号 
較正年月日 （   .   .   ） 

  

浮遊粉じん計 
機 物 番 号 第         号 
較正年月日 （   .   .   ） 

  

  

営 業 所 
 

名  称 
 

営 業 所 
 

所 在 地 
 

                                            （２号 ３／４） 

- 40 -



第２号―４様式 
 

登録を受けている他事業の登録番号 

東京都     第     号 東京都     第     号 東京都     第     号 

東京都     第     号 東京都     第     号 東京都     第     号 

 

営業所付近の見取図 

ビル名称  階 数  

        線        駅より  徒歩      分又は 

                      バス      行     下車、徒歩      分 

 

 

営 業 所 
 

名  称 
 

営 業 所 
 

所 在 地 
 

                                            （２号 ４／４） 
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作
業
実
施
方
法
等
（
例
）
 

年
 
 
月
 
 
日
現
在
 

 

作 業 班 編 成  

作
業
班
 

監
督
者
等
 

使
用
す
る
機
械
器
具
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

作 業 手 順  
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作
業
実
施
方
法
等
（
例
）
 

年
 
 
月
 
 
日
現
在
 

 

業
務
を
委
託
す
る
際
の
手
順
及
び
委
託
し
た
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握
方
法
 

 

苦
情
及
び
緊
急
の
連
絡
に
対
す
る
体
制
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【その他の要件（作業実施方法等）の作成例】 

（空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面） 

 
「作業実施方法等」は、厚生労働省告示第 117 号の内容（◎で表記）を含めて作成し

てください。ただし、告示の文言を必ず含んだ上、点線で示す部分には貴営業所の具体

的な作業実施方法も記載する必要があります。その他、注意事項等を    に示して

ありますので、参考にしてください。なお、同様の内容を含んでいれば、既存の貴営業

所のマニュアル等でも構いません。 

 

作業実施方法等 

会社名            

 
Ⅰ 作業班編成 

作業班名 測定実施者 使用する機械器具 

   

   

 
 

登録されている測定実施者を含めてください。1 班体制でも構いません。 

（例 1） 

作業班名 測定実施者 使用する機械器具 

1 班 建築 太郎 浮遊粉じん量測定器 温湿度計 風速計 等 

2 班 建物 花子 一酸化炭素検定器 二酸化炭素検定器 等 

（例 2） 

作業班名 測定実施者 使用する機械器具 

山田班 山田 琵留男 浮遊粉じん量測定器 温湿度計 等 

鈴木班 鈴木 美留子 浮遊粉じん量測定器 温湿度計 等 

高橋班 高橋 尾瑠人 浮遊粉じん量測定器 温湿度計 等 

 
 
Ⅱ 作業手順 
１ 空気環境の測定方法 
◎（告示第 117 号 第二の一） 

空気環境の測定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭

和 46 年 1 月 21 日厚生省令第 2 号）第三条の二第一号※に定める方法に準じて行う。 
 

※建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の二第一号 

当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上 75 センチメートル

以上 150 センチメートル以下の位置において、次の表の各号の左欄に掲げる事項について当該

ポイント 

ポイント 
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各号の右欄に掲げる測定器（次の表の第二号から第六号までの右欄に掲げる測定器についてはこ

れと同程度以上の性能を有する測定器を含む。）を用いて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上のように建築物衛生法施行規則第三条の二第一号と表も記述してください。 

 

 

２ 測定器の点検・較正等の方法、これらの記録の保存方法 
◎（告示第 117 号 第二の三） 
空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整

備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理

して保管する。 
具体的な点検方法 

 
 
 

 

粉じん計の較正を含めた、機械器具の点検頻度も記述してください。 

 
 
３ 測定結果報告作成の手順、測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名 

◎（告示第 117 号 第二の二） 
空気環境の測定の結果を５年間保存する。 

 
具体的な作成手順 

 

 

 

 
   保存責任者氏名  ○ ○ ○ ○ 
 

一　浮遊粉じんの量 グラスファイバーろ紙（0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を
99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。）を装着し
て相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを
重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者に
より当該機器を標準として較正された機器

二　一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
三　二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
四　温度 0.5度目盛の温度計
五　相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計
六　気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
七　ホルムアルデヒドの量 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法によ

り測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリア
ゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測
定器

ポイント 

ポイント 
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測定後の報告書の作成手順及び報告書の記載内容を、具体的に記述してください。 

空気環境測定結果の保存責任者は測定実施者でなくても構いません。 

(例)測定終了後、整理された測定データから、管理基準値との比較した評価や発見した問題点を指

摘し、これを概評や特記事項とした「空気環境測定結果報告書」を作成し、発注者に提出する。報告

書には、環境衛生管理基準、測定値、測定機器名、測定者等を明記する。この際、控えを作成し、５

年間保存する。 
 

 

Ⅲ 業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 

 
◎（告示第 117 号 第二の四） 
空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、

原則として自ら実施する。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、

受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実

施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示第 117 号第

二の一及び三に掲げる要件を満たしていることを常時把握し、委託する場合にあっ

ても、測定結果の保存は自ら実施する。 

 
（業務を委託しない場合） 

（例）自社にて実施するので委託はなし。 

 

（業務を委託する場合）  

（例）基本的に自社にて実施する。ただし、以下のとおり委託する場合がある。 

１ 委託を受ける者の氏名等 

(1) 委託を受ける者の氏名（法人にあっては名称）：○○株式会社 

(2) 委託をする業務の範囲：空気環境測定作業全般、等 

(3) 業務を委託する期間：１年間、繁忙期のみスポット契約 等 

２ 建築物の所有者等への通知の方法 

 建築物の所有者に対して、事前に文書をもって通知する 

３ 業務の実施状況の把握方法 

    実施報告書の確認を行う。 

 

 

「委託はなし。」と書かれていても、実際には委託されている場合が見受けられます。少しで

も委託する可能性があるなら、委託する場合の書き方で記述してください。 

また、作業員の一部が、協力会社から参加する場合は委託ではありません。 

２について：１の(1)～(3)を、建築物の維持管理について権原を有する者に、事前に通知する

方法を記述してください。 

3 について：委託を受ける者も、告示第 117 号第二の一から三に掲げる要件を満たしている

作業方法で行わなくてはなりません。作業が実施されていることを把握する方法を記述してくだ

ポイント 

ポイント 
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さい。 

 

 

Ⅳ 苦情及び緊急の連絡に対する体制 
 
 
◎（告示第 117 号 第二の五） 
建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空

気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に

対して、迅速に対応できる体制を整備する。 

 
具体的な連絡体制等 

 
（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

迅速に対応する体制がとられているかを確認するものなので、簡潔に図などで示してください。 

最後に発信元に戻る体制にしてください。 

個人の携帯電話の番号は記載しないでください。 

平日と休日・夜間で連絡先が異なる場合は、その連絡先もご記載ください。 

現場に直行 

ポイント 

維持管理権原者 

管理技術者 

（現場・発信元） 

営業所 

（電話番号） 
測定実施者 

（休日・夜間も連絡可） 
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第９号様式 

      年    月    日 

東京都知事 殿 

申請者 住所 〒 

 

氏名 

 

        電話      （     ） 

        （法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名） 

建 築 物 事 業 登 録 変 更 届  
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定による登録に関し、下記のとお

り変更しましたので、同法施行規則第３３条第１項の規定により届け出ます。 

 
記 

 
１ 営 業 所 名 称 

 
２ 営業所の所在地   〒      東京都 

                 電話      （     ） 

 

３ 登 録 区 分   清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・ 

飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業 

 
４ 登 録 番 号   東京都        第         号 

 
５ 変 更 事 項  

      旧 

      新 

６ 変 更 年 月 日         年    月     日 

 

○ 添付書類 

・営業所、機械器具保管庫及び検査室の所在地 

の変更の場合は、その案内図 

・機械器具保管庫及び検査室の構造設備の変更

の場合は、その建物内の平面図及び機械器具

等の配置図 

○ 持参書類（コピー不可、確認後に返却します。） 

・監督者等の変更の場合は、資格を証する書類 

・法人の名称、所在地及び代表者の変更の場合

は、登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 

収  受  印 処  理  経  過 

  

謄本照合 

 

 

入  力 

 

 
登 録 簿 
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第９号様式 

  令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 

日 

東京都知事 殿 

申請者 住所 〒○○○－○○○○ 

 
氏名 株式会社○○○○  代表取締役 ○○○○ 

 
        電話   ○○ （ ○○○ ）  ○○○○ 

        （法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名） 

建 築 物 事 業 登 録 変 更 届  
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定による登録に関し、下記のとお

り変更しましたので、同法施行規則第３３条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 営 業 所 名 称   株式会社○○○○ 西新宿営業所 

 

２ 営業所の所在地   〒○○○－○○○ 東京都新宿区西新宿○丁目○番○号 

                 電話 ０３ （ ○○○○ ） ○○○○ 

 
３ 登 録 区 分   清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・ 

飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業 

 

４ 登 録 番 号   東京都  ○ ○○  第   ○○○   号 

 

５ 変 更 事 項 【変更した事項について記入してください（例：申請者代表者の変更）】 

      旧 【変更前について記入してください】 

      新 【変更前について記入してください】 

６ 変 更 年 月 日     令和 ○○ 年 ○○ 月  ○○ 日 

 

○ 添付書類 

・営業所、機械器具保管庫及び検査室の所在地 

の変更の場合は、その案内図 

・機械器具保管庫及び検査室の構造設備の変更

の場合は、その建物内の平面図及び機械器具

等の配置図 

○ 持参書類（コピー不可、確認後に返却します。） 

・監督者等の変更の場合は、資格を証する書類 

・法人の名称、所在地及び代表者の変更の場合

は、登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 

収  受  印 処  理  経  過 

  
謄本照合 

 

 
入  力 

 

 

登 録 簿 

 

変更した年月日を記入して

ください。 

該当の登録区分を○で

囲んでください。 

届出年月日を記入してください。 

詳細は P.3２参照 
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第１０号様式 

      年    月    日 

東京都知事 殿 

申請者 住所 〒 

 

氏名 

 

        電話      （     ） 

        （法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名） 

建 築 物 事 業 登 録 廃 止 届  
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定による登録に係る事業を廃止

しましたので、同法施行規則第３３条の規定により届け出ます。 

 
記 

 
１ 営 業 所 名 称 

 
２ 営業所の所在地   〒      東京都 

                 電話      （     ） 

 

３ 登 録 区 分   清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・ 

飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業 

 
４ 登 録 番 号   東京都        第         号 

 
５ 廃 止 年 月 日         年    月     日 

 

 

添付書類 

・登録証明書 

収  受  印 処  理  経  過 

  

台  帳 

 

 

入  力 

 

 
登 録 簿 
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第１０号様式 

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

東京都知事 殿 

申請者 住所 〒○○○－○○○○ 

        新宿区西新宿○丁目○番○号 

氏名 株式会社○○○○  代表取締役 ○○○○ 

 
        電話  ０３ （ ○○○○ ） ○○○○ 

        （法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名） 

建 築 物 事 業 登 録 廃 止 届  
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定による登録に係る事業を廃止

しましたので、同法施行規則第３３条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 営 業 所 名 称   株式会社○○○○ 西新宿営業所 

 

２ 営業所の所在地   〒○○○－○○○ 東京都新宿区西新宿○丁目○番○号 

                 電話 ０３ （ ○○○○ ） ○○○○ 

 
３ 登 録 区 分   清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・ 

飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業 

 

４ 登 録 番 号   東京都  ○ ○○  第   ○○○   号 

 

５ 廃 止 年 月 日   令和 ○○ 年 ○○ 月  ○○ 日 

 

 

添付書類 

・登録証明書 

収  受  印 処  理  経  過 

  
台  帳 

 

 
入  力 

 

 

登 録 簿 

 

 

廃止した年月日を記入してく

ださい。 

届出年月日を記入してください。 

該当の登録区分を○で

囲んでください。 

登録証明書を添付して

ください。 
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機 器 管 理 台 帳 
 

年  月   日作成 

一般名称  整 理 番 号  

商 品 名  購 入 年 月 日 年  月  日  

型  式  製 造 番 号  

製 造 元  購 入 価 格  

購 入 先 
TEL   （   ） 

性 能 等 

＜付属部品＞ 

保 守 ・ 点 検 等 管 理 状 況 

年  月  日 内      容 担  当  者 

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    

年  月  日    
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第
1
7
号
様
式
（
営
業
所
控
）
 

 
 

 
 

 
検

査
年

月
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 

 
 

 
監

視
員
 

 

立
会

者
 

 

 

 
建

築
物

事
業

登
録

営
業

所
立

入
検

査
指

導
書

 
 

 
 建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第

12
条
の

5
に
基
づ
く
立
入

検
査
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

 営
業

所
名

称
 

 

営
業

所
所

在
地
 

区
・
市
・
郡
 
 
 
 
 
 
 
町
 
 
 
 
丁
目
 
 
 
 
番
 
 
 
 
 号

 

登
録

番
号
 

東
京
都
 
 
 
 
 
空
 
第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

検
査

の
区

分
 

新
規
・
再
登
録
・
変
更
・
監
視
・
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 １
 
検

査
結

果
（

登
録

要
件

）
 

項
 

 
目
 

№
 

検
 

 
 
 

査
 
 

 
 
項

 
 
 

 
目
 

判
定
 

備
 

 
考

 

物
的

要
件
 

1 

空
気

環
境

測
定

器
及

び
器

具
が

あ
る

・
申

請
内

容
と

一
致

し
て
い

る
・

所

有
又

は
借

用
を

証
す

る
書

類
が

あ
る

。
浮

遊
粉

じ
ん

測
定

器
が
構

成
さ

れ

て
い
る
。（

浮
遊
粉
じ
ん
測
定
器
、
一
酸
化
炭
素
測
定
器
、
二
酸
化
炭
素
測

定
器
、
温
度
計
、
乾
湿
球
湿
度
計
、
風
速
計
、
測
定
に
必
要
な
器
具
）
 

 
 

人
的

要
件
 

2 
空

気
環

境
測

定
実

施
者

が
い

る
・

兼
任

し
て

い
な

い
・

再
講

習
修

了
証

が

あ
る
。
 

 
 

そ
の

他
 

3 
申
請
し
た
営
業
所
所
在
地
に
営
業
所
が
実
在
し
て
い
る
。
 

 
 

4 
測

定
及

び
測

定
に

用
い

る
機

械
器

具
そ

の
他

の
設

備
の

維
持

管
理

の
方

法

が
基
準
（
告
示
）
に
適
合
し
て
い
る
。
 

 
 

 

 
     

２
 
監

視
結

果
 

 
項
 
 
 
目
 

№
 

検
 
 
 
査
 
 
 
項
 
 
 
目
 

判
定
 

備
 
 
考
 

帳 簿 ・ 書 類 等 の 整 備 状 況  

機
器

管
理

台
帳
 

1
 

機
器
管
理
台
帳
を
作
成
し
、
保
存
し
て
あ
る
。
 

 
 

2
 

内
容
が
適
切
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
点
検
、
そ
の
他
）
 

 
 

報
告

書
 

3
 

報
告
書
を
作
成
し
、
控
を
保
存
し
て
あ
る
。
 

 
 

4
 

内
容
が
適
切
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。（

測
定
方
法
、
測
定
回
数
、

ポ
イ
ン
ト
数
、
実
施
者
、
概
評
、
測
定
機
器
、
グ
ラ
フ
化
、
そ

の
他
）
 

 
 

設 備 等 の 維 持 管 理 状 況
 

測
定

機
器
 

5
 

測
定
器
の
点
検
・
整
備
を
し
て
い
る
。
 

 
 

6
 

浮
遊
粉
じ
ん
測
定
器
の
較
正
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
 

7
 

測
定
機
器
の
保
管
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
。
 

 
 

8
 

測
定
機
器
は
使
用
前
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
 

そ の 他
 

登
録

の
表

示
 

9
 

登
録
の
表
示
が
適
切
で
あ
る
。
 

 
 

作
業

手
順
 
1
0 

作
業
手
順
が
適
切
で
あ
る
。
（
行
程
、
委
託
方
法
、
連
絡
体
制
）

 
 

 ３
 
指

導
事

項
 

       

 

判
定

欄
の

見
方
 

 

□＿
…

完
備

・
良
好

 

□注
…

要
注

意
 

□レ
…

不
備
・

不
良
 

□／
…

該
当
せ

ず
 

□△
…

一
部

不
備
・

不
十
分

 

 

 

空
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窓口・問合せ先 
 
 

建築物事業登録に関する窓口・問合せ先 

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課建築物衛生担当 
所在地：〒１６９－００７３ 
新宿区百人町３－２４－１ 東京都健康安全研究センター 本館２階 
電 話：０３－５９３７－１０５８ 
ＦＡＸ：０３－５９３７－１０９９ 
ＵＲＬ：https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/k_kenchiku/touroku/ 

 （検索サイトで「東京都の事業登録制度」と検索） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

二次元バーコード 

※ JR 中央・総武線 大久保駅 北口 徒歩約 8 分 

※ JR 山手線 新大久保駅 徒歩約 10 分 

東京都健康安全研究センター 

（本館２階） 



  

 

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 

建築物事業登録営業所講習会資料 

令和５年１１月発行 

編集・発行  東京都健康安全研究センター広域監視部 
建築物監視指導課建築物衛生担当 
新宿区百人町三丁目２４番１号 東京都健康安全研究センター 本館２階 
電話番号 ０３－５９３７－１０５８（直通） 

 
印   刷  株式会社まこと印刷 
       港区白金台二丁目１１番５号 
       電話番号 ０３－６２３０－９５９０ 
 

登録番号（５）２１ 

再生紙を使用しています。 
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